
放射線医療機器包括保守業務仕様書 
 
 
 この仕様書は、放射線医療機器包括保守業務仕様書（以下「委託業務」という。）
の大要を示すものであって、ここに記載されていない細部の事項については、委託

者と受託者が協議し決定する。 
 
１ 委託業務の対象機器及び保守内容等 
  別紙、 

  「１ 一般撮影装置（BENEO）他保守業務仕様書」 

  「２ Ｘ線透視撮影装置保守業務仕様書」 

  「３ 超音波診断装置保守業務仕様書」 

  「４ Ｘ線テレビ装置保守業務仕様書」 

  「５ MRI 装置保守業務仕様書」 

  のとおり。 

   
２ 守秘義務 
   専門技術員は、職務上知り得た委託者の秘密については、他に漏らしてはな

らない。 
 
３ 報告書の提出 

（１）定期点検終了後は、報告書（委託者の認めた様式）を作成し提出すること。
また、修理及び緊急修理等を実施した場合も同様とする。  

（２）提出された報告書について、がんセンター担当者の確認・承認をもって作
業完了とする。  

 
４ その他 

（１）受託者は、専門技術員に専用の作業服を着用させ、名札を付けるなど他の者
と誤解されぬよう配慮すること。 

（２）火気の使用にあたっては、特に注意すること。 
 


